
和歌山市公報（第１７９２号）  令和７年（２０２５年）２月３日 

 

－1－ 

             

和歌山市公報 
 

 

目  次 

令和７年（２０２５年） ２月３日 

第１７９２号 

                         

 

 

 

 

【 規 則 】 

番号   ページ 

1 和歌山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・ （建築指導課） 3 

【 訓 令 】 

1 和歌山市請負工事監督規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・・・ （技術管理課） 4 

【 告 示 】 

14 公示送達（令和６年度第５期及び第６期介護保険料督促状）・・・・・・・・・ （介護保険課） 5 

15 令和６年度補正予算の要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （生活支援第２課） 6 

16 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 7 

17 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 8 

18 放置自転車等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 9 

19 特定施設を設置に関する事前評価の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （環境政策課） 10 

20 市道路線の認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 12 

21 道路区域の決定及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 14 

22 市道路線の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 17 

23 道路区域の変更及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 18 

24 道路区域の変更及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 19 

24-2 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づく指定管

理者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（高齢者・地域福祉課） 

 

20 

25 公示送達（配当計算書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （納税課） 21 

26 公示送達（令和５年度及び６年度後期高齢者医療保険料通知書）・・・・・・・ （保険総務課） 22 

27 公示送達（令和６年度後期高齢者医療保険料督促状）・・・・・・・・・・・・ （保険総務課） 23 

28 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ （市民自治振興課） 24 

29 公示送達（固定資産税・都市計画税督促状）・・・・・・・・・・・・・・・・ （納税課） 25 

30 公示送達（令和６年度第１期から第６期まで国民健康保険料督促状）・・・・・ （国保年金課） 26 

31 公示送達（令和６年度国民健康保険料更正通知書及び国民健康保険料納入通知書

）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（国保年金課） 

 

27 

32 公示送達（令和６年度介護保険料納入通知書及び介護保険料納入通知書（特別徴

収））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（介護保険課） 

 

28 

【 公 告 】 

○ 国土調査法の規定による地籍調査の結果に基づく地図及び簿冊の閲覧・・・・・ （地籍調査課） 29 

○ 国土調査法の規定による地籍調査の結果に基づく地図及び簿冊の閲覧・・・・・ （地籍調査課） 30 

○ 道路位置の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （建築指導課） 31 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 32 

○ 市有財産売却公告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （住宅第２課） 33 

発 行 所  和歌山市役所 

発 行 日  毎月 １日 １５日 



           和歌山市公報（第１７９２号）  令和７年（２０２５年）２月３日 

 

－2－ 

             

 
 

 

 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 35 

【 選挙管理委員会告示 】 

2 令和７年における選挙人名簿の定時登録日・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 36 

3 令和６年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 37 

4 令和６年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 38 

5 公職選挙法及び同法施行令の執行に関する規程の一部を改正する規程・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 39 

【 教育委員会告示 】 

2 教育委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （教育政策課） 40 

【 企業局規程 】 

1 和歌山市工業用水道取水規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （企業総務課） 41 

【 企業局告示 】 
 

 

1 和歌山市水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新・・・・・・・・・・・・ （企業総務課） 46 

2 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理の開始・・・・・・・・・・ （企業総務課） 47 

 

 



           和歌山市公報（第１７９２号）  令和７年（２０２５年）２月３日 

 

－3－ 

和歌山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年１月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１号 

   和歌山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 和歌山市建築基準法施行細則（平成１１年規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第３号中「法第６条第１項第４号」を「法第６条第１項第３号」に改める。 

 第９条第１項中「確認済書」を「確認済証」に改める。 

 第１７条第１項第３号中「若しくは第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書若しくは第１３項

ただし書」に改める。 

 第１８条第１項の表追加図書の部日影図の項中「表（へ）項」を「表２（２９）の項」に改め、同

条第２項中「政令第４８条第２項第３号又は」を削る。 

 別記様式第４号及び別記様式第６号中「㊞」を削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第９条第１項、第１７条第１項第３号、

第１８条第１項及び第２項、別記様式第４号並びに別記様式第６号の改正規定は、公布の日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の和歌山市建築基準法施行細則の様式に

よる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 （令和７年１月２１日掲示済）
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和歌山市訓令第１号 

 和歌山市請負工事監督規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年１月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

   和歌山市請負工事監督規程の一部を改正する規程 

 和歌山市請負工事監督規程（平成１１年訓令第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項第４号中「工事内容の変更又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同項中第

５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５）工事内容の変更の必要を認める場合における当該措置及び当該措置を必要とする理由その他必

要と認める事項の別表に掲げる者に対する報告 

 附則の次に次の別表を加える。 

 別表（第３条関係） 

 工事内容の変更についての報告 

予定価格１億５千万円以上の工事であって、変更額が請負代金額の１

０％以上又は２０００万円以上のもの 市長 

請負代金額の変更を伴うもので重要なもの 

予定価格１億５千万円以上の工事であって、変更額が請負代金額の１

０％未満かつ１０００万円以上２０００万円未満のもの 
局長 

予定価格１億５千万円以上の工事であって、変更額が請負代金額の１

０％未満かつ１０００万円未満のもの 部長 

請負代金額の変更を伴わないもので重要なもの 

附 則 

 この規程は、令和７年２月１日から施行する。 

（令和７年１月２９日掲示済） 
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和歌山市告示第１４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和７年１月１６日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和６年度 

 

第５期 

第６期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和７年１月３１日に変

更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１月１６日掲示済）
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和歌山市告示第１５号 

 令和７年１月１５日市長において専決処分した令和６年度補正予算の要領は、次のとおりである。 

令和７年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

   令和６年度和歌山市一般会計補正予算（第９号） 

 令和６年度和歌山市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８２３，８６４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１５８，３３１，８６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 

歳入歳出予算補正」による。 

（令和７年１月１６日掲示済） 
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和歌山市告示第１６号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７月１月１４日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１月７日、同月９日及び同月１５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第１７号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和７年１月６日及び同月１４日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第１８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年１月２０日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年１０月１２日 令和６年１０月１８日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場、秋葉山公園、紀

の川第３緑地及びこども家

庭センター 

令和６年１０月１日、同月７日、同

月１０日、同月１１日及び同月１５

日 

令和６年１０月１８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和７年１月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第１９号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可の

申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和７年１月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   スガイ化学工業株式会社 

   和歌山市宇須４丁目４番６号 

   代表取締役社長 野間 修 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   スガイ化学工業株式会社 和歌山事業所 西工場 

   和歌山市湊１２８０ 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第４６号ニに掲げる廃ガス洗浄施設及び

４６号ロに掲げるろ過施設 

（４）特定施設に関する事項 

   新たに特定施設を設置する。別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   別表第２のとおり 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第３のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和７年１月２１日から令和７年２月１０日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

 

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 新設 新設 

特定施設番号及び名称 第４６号ニ 廃ガス洗浄施設 第４６号ロ ろ過施設 

構造 FRP製スクラバー MARKⅢ48×30+MIND 

 能力 20m3/min ― 

１日当たりの使用時間 24時間 20時間 

無し 使用の季節的変動の有無 無し 無し 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 11 13 

排水なし 排水なし 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 100 150 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 10 10 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 10 10 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３/日） 1.1 1.1 

備考 
新設する特定施設からの排水（1.1m3/D）は、既設の廃液燃焼設備にて焼

却処理を実施。 
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別表第２ 汚水等の処理に関する事項 

区分 既設 

施設名 HN-01 

能力 4,000ｍ3/日（廃液燃焼：50t/日） 

処理の方式 中和、凝沈、活性炭吸着、ｐH処理、廃液燃焼 

１日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動 無し 

汚

水

等

の

汚

染

状

態

及

び

量 

種類・項目 

通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 

119 ＣＯＤ 

119 窒素 

119 燐 

64.5 

7.0 

2.3 

12.9 

7.0 

2.3 

310.5 

40.1 

15.0 

62.1 

40.1 

15.0 

128 ＣＯＤ 

128 窒素 

128 燐 

64.5 

10 

1 

12.9 

10 

1 

310.5 

10 

1 

62.1 

10 

1 

232 ＣＯＤ 

232 窒素 

232 燐 

10 

10 

1 

10 

10 

1 

10 

10 

1 

10 

10 

1 

量（ｍ3/日） 1024.2 1184.0 1075.3 1285.1 

 

 

別表第３ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           

区分 

項目 

既設 

No.1 No.2 

通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 6.5 7.5 6.5 7.5 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 5.4 17.3 40 40 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） <10 33.0 40 40 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 15 50 15 50 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 1.7 9.7 10 10 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.6 4.0 1.0 1.0 

排出水の量（ｍ３/日） 3897.96 4397.26 25 25 

備考  

（令和７年１月２１日掲示済） 
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和歌山市告示第２０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

 令和７年１月２１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

１１－２５５ 宮２５５号線 
和歌山市太田 

 和歌山市太田  

２２－４０１ 藤戸台２２３号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－４０２ 藤戸台２２４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

 

２２－４０３ 藤戸台２２５号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－４０４ 藤戸台２２６号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－４０５ 藤戸台２２７号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－４０６ 藤戸台２２８号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－４０７ 藤戸台２２９号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－４０８ 藤戸台２３０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－４０９ 藤戸台２３１号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１０ 藤戸台２３２号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１１ 藤戸台２３３号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１２ 藤戸台２３４号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１３ 藤戸台２３５号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１４ 藤戸台２３６号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１５ 藤戸台２３７号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１６ 藤戸台２３８号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１７ 藤戸台２３９号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１８ 藤戸台２４０号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 

２２－４１９ 藤戸台２４１号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷 
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整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

２２－４２０ 藤戸台２４２号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－４２１ 藤戸台２４３号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－４２２ 藤戸台２４４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

 

２４－１７３ 西和佐１７３号線 
和歌山市岩橋 

 和歌山市岩橋  

２４－１７４ 西和佐１７４号線 
和歌山市岩橋 

 和歌山市岩橋  

２６－３３４ 西脇３３４号線 
和歌山市西庄 

 和歌山市西庄  

３４－２２２ 小倉２２２号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２２３ 小倉２２３号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２２４ 小倉２２４号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２２５ 小倉２２５号線 
和歌山市満屋  

和歌山市満屋 

３４－２２６ 小倉２２６号線 
和歌山市満屋  

和歌山市満屋 

３４－２２７ 小倉２２７号線 
和歌山市満屋  

和歌山市満屋 

（令和７年１月２１日掲示済） 



           和歌山市公報（第１７９２号）  令和７年（２０２５年）２月３日 

 

－14－ 

和歌山市告示第２１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和７年 

１月２１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１月２１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

１１－２５５ 宮２５５号線 

和歌山市太田６０７番８地先   

     ～ ８４．１ ４．５０ 

和歌山市太田６０９番５地先   

２２－４０１ 藤戸台２２３号線 

和歌山市栄谷９７７番６４４地先 

     ～ 

和歌山市栄谷９７７番６３２地先 

 １２．０ 

２４１．４ ～ 

 １２．２ 

２２－４０２ 藤戸台２２４号線 

和歌山市栄谷９７７番５１９地先 

     ～ 

和歌山市栄谷９７７番５２２地先 

  

４９．３ １０．００ 

  

２２－４０３ 藤戸台２２５号線 

和歌山市栄谷９７７番５２２地先   

     ～ ５１．３ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番５４７地先   

２２－４０４ 藤戸台２２６号線 

和歌山市栄谷９７７番５２５地先 

     ～ 

和歌山市栄谷９７７番３１８地先 

  

１９０．６ ６．００ 

  

２２－４０５ 藤戸台２２７号線 

和歌山市栄谷９７７番５２８地先   

     ～ ２９．１ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番５２６地先   

２２－４０６ 藤戸台２２８号線 

和歌山市栄谷９７４番３２４地先   

     ～ １４．０ ４．００ 

和歌山市栄谷９７４番３２５地先   

２２－４０７ 藤戸台２２９号線 

和歌山市栄谷９７４番３０５地先   

     ～ ２０．８ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番５４１地先   

２２－４０８ 藤戸台２３０号線 

和歌山市栄谷９７４番３０９地先  ２．００ 

     ～ ３１．１ ～ 

和歌山市栄谷９７７番５３９地先  ６．００ 

２２－４０９ 藤戸台２３１号線 

和歌山市栄谷９７４番３１０地先 

     ～ 

和歌山市栄谷９７４番３１４地先 

 

２０．８ 

 

６．００ 

 

２２－４１０ 藤戸台２３２号線 

和歌山市栄谷９７４番３１８地先   

     ～ １４．０ ４．００ 

和歌山市栄谷９７４番３０１地先   

２２－４１１ 藤戸台２３３号線 

和歌山市栄谷９７７番５９８地先   

     ～ １４．０ ４．００ 

和歌山市栄谷９７７番６０９地先   

２２－４１２ 藤戸台２３４号線 

和歌山市栄谷９７７番５９０地先   

      ～ ６９．０ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番６０６地先   
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２２－４１３ 藤戸台２３５号線 

和歌山市栄谷９７７番５９４地先   

     ～ ６０．９ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番５９１地先   

２２－４１４ 藤戸台２３６号線 

和歌山市栄谷９７７番５８１地先 

     ～ 

和歌山市栄谷９７７番５６８地先 

  

５８．８ １０．００ 

  

２２－４１５ 藤戸台２３７号線 

和歌山市栄谷９７７番５６７地先 

     ～ 

和歌山市栄谷９７７番５５４地先 

  

６０．９ ６．００ 

  

２２－４１６ 藤戸台２３８号線 

和歌山市栄谷９７７番５５４地先   

     ～ ４０．８ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番５５７地先   

２２－４１７ 藤戸台２３９号線 

和歌山市栄谷９７７番５４８地先  

     ～ 

和歌山市栄谷９７７番５５９地先 

 ２．００ 

４２．８ ～ 

 ６．００ 

２２－４１８ 藤戸台２４０号線 

和歌山市栄谷９７７番５６４地先  ４．００ 

     ～ １０１．０ ～ 

和歌山市栄谷９７７番５８０地先  ６．００ 

２２－４１９ 藤戸台２４１号線 

和歌山市栄谷９７７番５５９地先   

     ～ ４０．８ ６．００ 

和歌山市栄谷９７７番５４８地先   

２２－４２０ 藤戸台２４２号線 

和歌山市栄谷９７７番６４６地先  ６．００ 

     ～ ２４１．４ ～ 

和歌山市栄谷９７７番５９１地先  １２．２０ 

２２－４２１ 藤戸台２４３号線 

和歌山市栄谷９７７番６０３地先  ４．００ 

     ～ １５．７ ～ 

和歌山市栄谷９７７番６３５地先  ６．００ 

２２－４２２ 藤戸台２４４号線 

和歌山市栄谷９７７番６０１地先  ４．００ 

     ～ １５．７ ～ 

和歌山市栄谷９７７番６３５地先  ６．００ 

２４－１７３ 西和佐１７３号線 

和歌山市岩橋１５７３番１地先   

     ～ ４４．０ ６．００ 

和歌山市岩橋１５７３番５地先   

２６－３３４ 西脇３３４号線 

和歌山市西庄１０１０番１８地先   

     ～ １１０．７ ６．００ 

和歌山市西庄１００８番９地先   

３４－２２２ 小倉２２２号線 

和歌山市満屋１０１番４地先  ２．７０ 

     ～ ８５．１ ～ 

和歌山市満屋１０１番９地先  ６．００ 

３４－２２３ 小倉２２３号線 

和歌山市満屋１０１番１９地先   

     ～ ２９．２ ６．００ 

和歌山市満屋１０１番１１地先   

３４－２２４ 小倉２２４号線 

和歌山市満屋１０１番１６地先   

     ～ ２８．５ ６．００ 

和歌山市満屋１０１番１５地先   

３４－２２５ 小倉２２５号線 

和歌山市満屋４３番２地先   

     ～ ５３．２ ６．００ 

和歌山市満屋１１番７地先   

３４－２２６ 小倉２２６号線 和歌山市満屋６番８地先   
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     ～ ３０．６ ６．００ 

和歌山市満屋１１番１１地先   

３４－２２７ 小倉２２７号線 

和歌山市満屋１１番６地先   

     ～ ３１．９ ６．００ 

和歌山市満屋１１番１１地先   

（令和７年１月２１日掲示済）
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和歌山市告示第２２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更 

する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１月２１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 

旧

新

別 

路線名 
起点 

終点  
備考 

１９－９４ 

旧 三田９４号線 
和歌山市和田 

和歌山市和田 
 

新 三田９４号線 
和歌山市和田 

和歌山市和田 
終点の変更 

２２－３７４ 

旧 貴志３７４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 
 

新 貴志３７４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 
終点の変更 

（令和７年１月２１日掲示済） 



           和歌山市公報（第１７９２号）  令和７年（２０２５年）２月３日 

 

－18－ 

和歌山市告示第２３号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１月２１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１月２１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１９－９４ 

旧 三田９４号線 
和歌山市和田１９番３５地先 

和歌山市和田１９番１４地先 
５７．８ 

 

６．００ 

 

新 三田９４号線 
和歌山市和田１９番３５地先 

和歌山市和田１５番１地先 
１１０．９ 

 

６．００ 

 

２２－３７４ 

旧 貴志３７４号線 
和歌山市栄谷３６６番５地先 

和歌山市栄谷３６６番７地先 
５０．６ 

 

６．００ 

 

新 貴志３７４号線 
和歌山市栄谷３６６番５地先 

和歌山市栄谷３３８番６地先 
８１．２ 

 

６．００ 

 

（令和７年１月２１日掲示済） 
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－19－ 

和歌山市告示第２４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１月２１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１月２１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１３－１８ 四箇郷１８号線 

和歌山市有本２５５番１３地先 

～ 

和歌山市有本２５６番３地先 

旧 １６．２０ ３．４ 

新 １６．２０ ５．０ 

２４－６２ 西和佐６２号線 

和歌山市岩橋１２７９番６地先 

～ 

和歌山市岩橋１２７９番１２地先 

旧 ６３．７０ 

２．０ 

～ 

３．０ 

新 ６３．７０ ６．０ 

２４－９３ 西和佐９３号線 

和歌山市岩橋１２８１番１１地先 

～ 

和歌山市岩橋１２８１番１地先 

旧 ４．１０ 

４．１ 

～ 

４．５ 

新 ４．１０ ６．０ 

２６－２１ 西脇２１号線 

和歌山市西庄１００８番１３地先 

～ 

和歌山市西庄１０１６番２４４地先 

旧 ４１．１０ 

１．２ 

～ 

２．４ 

新 ４１．１０ ４．０ 

３４－６９ 小倉６９号線 

和歌山市小倉５９４番１地先 

～ 

和歌山市小倉５９５番１地先 

旧 ５３．１０ ５．１ 

新 ５３．１０ ６．０ 

３４－１０２ 小倉１０２号線 

和歌山市新庄５５７番１１地先 

～ 

和歌山市新庄４８８番１地先 

旧 ８３．２０ 

３．５ 

～ 

３．７ 

新 ８３．２０ 

４．５ 

～ 

６．３ 

（令和７年１月２１日掲示済） 
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－20－ 

和歌山市告示第２４―２号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

福祉交流館 社会福祉法人和歌山市社会福祉

協議会 

令和７年４月１日から令和１２

年３月３１日まで 

（令和７年１月２２日掲示済）
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－21－ 

和歌山市告示第２５号 

 配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例（昭和

２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。                 

  令和７年１月２４日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓 

氏名又は名称 住所又は所在地 

有限会社 正和興業 和歌山県和歌山市園部１３１６番地の８ 

（令和７年１月２４日掲示済）                             
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－22－ 

和歌山市告示第２６号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和７年１月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和７年１月２４日掲示済） 
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－23－ 

和歌山市告示第２７号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和７年１月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和７年２月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１月２４日掲示済） 
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－24－ 

和歌山市告示第２８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和７年１月２９日  

和歌山市長  尾 花 正 啓 

（登載省略） 

 （令和７年１月２９日掲示済） 
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－25－ 

和歌山市告示第２９号  

 固定資産税・都市計画税督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでな

いため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により

告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和７年１月３１日  

和歌山市長   尾  花  正  啓  

（別紙省略）  

 （令和７年１月３１日掲示済）  
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－26－ 

和歌山市告示第３０号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和７年１月３１日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和６年度 

 

第１期から 

第６期まで 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和７年２月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１月３１日掲示済）  
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－27－ 

和歌山市告示第３１号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達が

できないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用す

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。  

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

  令和７年１月３１日 

                                                和歌山市長 尾 花 正 啓 

年 度 種    別 備      考 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和７年２月２１日に変

更する。 

令和６年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和７年２月２１日に変

更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１月３１日掲示済） 
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－28－ 

和歌山市告示第３２号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和７年２月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

（別紙省略） 

（令和７年２月３日掲示済） 

 

 

 

年度 種別 備考 

令和６年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和６年度第８期の納期は、 

令和７年２月１３日に変更する。 
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－29－ 

公 告 

和歌山市内原の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和７年１月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和７年１月２１日から同年２月１０日まで（２０日間） 

３ 閲覧場所 紀三井寺公園陸上競技場特別会議室（和歌山市毛見２００番地）及び和歌山市役所地籍調査課（

和歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、紀三井寺公園陸上競技場特別会議室においては令和７年１月２１日から同月２８日までの間（同月

２６日を除く。）、９時３０分から１６時まで行うこととする。和歌山市役所地籍調査課においては、令和７

年１月２９日から同年２月１０日までの間（同年２月１日、同月２日、同月８日、同月９日を除く。）、９時

から１７時まで行うこととする。

（令和７年１月２１日掲示済）  
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－30－ 

公 告 

和歌山市内原の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和７年１月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和７年１月２１日から同年２月１０日まで（２０日間） 

３ 閲覧場所 紀三井寺公園 陸上競技場 特別会議室（和歌山市毛見２００番地）及び和歌山市役所地籍調査

課（和歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、紀三井寺公園 陸上競技場 特別会議室においては令和７年１月２１日から同月２８日までの間（

同月２６日を除く。）、９時３０分から１６時まで行うこととする。和歌山市役所地籍調査課においては令和

７年１月２９日から同年２月１０日までの間（同年２月１日、２日、８日及び９日を除く。）、９時から１７

時まで行うこととする。 

（令和７年１月２１日掲示済）  
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－31－ 

公 告 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により指定した道路

の位置を一部取消したので、和歌山市建築基準法施行細則（平成１１年規則第６９号）第１５

条第４項の規定により公告する。 

令和７年１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和７年１月２２日掲示済） 

指定年月日 

指定番号 
内容及び理由 

取消し後の 

道路幅員×延長 

総延長 

取消した日 

昭和４１年 

７月１９日 

和建指第１３８号 

 

指定された道路の一部を職権

による取消し 

道の築造が指定後に行われて

いないため 

４．００ｍ × 

２３１．７ｍ 

 

総延長 

２３１．７ｍ 

令和７年 

１月２０日 
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－32－ 

公 告 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和７年１月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和７年１月２７日掲示済） 

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市和佐関戸字中嶋３１１番１２ （掲載省略） 
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－33－ 

公 告 

市有財産（土地）の売却について、次のとおり一般競争入札に付するので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

  令和７年２月３日 

 和歌山市長 尾 花 正 啓 

１ 入札に付する事項 市有財産（土地）売却 

物件 

番号 
所在、地番 地目 地積 

最低入札 

予定価格 

１ 
和歌山市雄松町２丁目１６、１７、１８、１

９ 
宅地 368.19㎡ 10,600,000円 

２ 和歌山市雄松町５丁目２１－１ 公園 655.00㎡ 36,600,000円 

３ 
和歌山市汐見町１丁目３２、３３、３４、３

５－１ 
宅地 3,441.82 ㎡ 50,500,000円 

４ 和歌山市三沢町４丁目１７－２、１８ 宅地 1,962.64 ㎡ 31,600,000円 

備考：現状有姿のままでの売却。把握できていない地下埋設物が存在する可能性があります。 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札参加資格者は、「芦原地区内における旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律（昭和６２年法律第２２号）第２条に規定する地域改善対策特定事業の

協力者」等の個人とし（親族２人以上の連名による入札参加も可能とします。）、次のいず

れかに該当する場合は、入札に参加することができません。 

（１）法人 

（２）市税等を滞納している者 

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に

関する事務に従事する和歌山市職員 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に定める者並び

に同条第２項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しないも

の及びそのものを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するもの。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  期間  令和７年２月３日（月）から同年２月２５日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）の午前９時から午後５時まで。 

  場所  和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所本庁舎８階 住宅第２課 

４ 参加申込みの受付 
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期間  令和７年２月２０日（木）から同年２月２５日（火）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで。 

  場所  和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所本庁舎８階 住宅第２課 

５ 入札執行の日時及び場所 

日 時  令和７年４月１１日（金） 午前１０時００分  

場 所  芦原文化会館 （和歌山市島崎町６丁目１３番地の２） 

６ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

  入札者は、入札しようとする金額の１００分の５以上に相当する額を入札保証金と

して納付すること。 

  落札者は、契約締結時までに落札金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付す

ること。ただし、契約締結時までに落札金額を全額納付する場合契約保証金は不要と

する。 

７ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした契約の申込みの効力に関する事項 

 無効とする。 

８ 入札に関する条件に違反した契約の申込みの効力に関する事項 

 無効とする。 

９ 契約の締結についての議会の議決の要否  

 否 

１０ 契約書の作成の要否  

 要 

１１ 郵便による入札書の提出の可否 

 否 

１１ その他  

詳細は市有地売払い案内による。 

（令和７年２月３日掲示済）  
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公 告 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和７年２月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和７年２月３日掲示済） 

  

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市森小手穂字北沖田７２３番１、７２５番

１、７２５番２、７２５番５、寺内字北沖田７３

６番１、７３６番４、里道 

和歌山市橋向丁３２番地 

 株式会社あかりホーム 代表取締役 木村 亘 
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和歌山市選挙管理委員会告示第２号 

令和７年における選挙人名簿の定時登録日を次のとおり変更する。 

令和７年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

定時登録日      変更前  令和７年３月１日 

変更後  令和７年３月３日 

 

変更前  令和７年６月１日 

変更後  令和７年６月２日 

（令和７年１月１６日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第３号 

令和６年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表する。 

令和７年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

（別紙省略） 

（令和７年１月１６日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第４号 

令和６年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、公表すべき閲覧がなかったことを公表する。 

令和７年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

（令和７年１月１６日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第５号 

公職選挙法及び同法施行令の執行に関する規程（昭和３０年選挙管理委員会告示第３９号）の一部を改正する

規程を次のように定める。 

令和７年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会     

 委員長  宮 原 秀 明    

 

   公職選挙法及び同法施行令の執行に関する規程の一部を改正する規程 

 公職選挙法及び同法施行令の執行に関する規程（昭和３０年選挙管理委員会告示第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１６条中「第６号様式による請求書」を「、請求書」に改める。 

 第６号様式を削り、第７号様式を第６号様式とし、第８号様式から第１９号様式までを１号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

この規程は、令和７年１月１６日から施行する。 

（令和７年１月１６日掲示済）
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和歌山市教育委員会告示第２号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年２月３日 

                                和歌山市教育委員会                               

教育長  阿 形 博 司 

１ 日時 令和７年２月６日（木） 午後２時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和７年２月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

（２）令和７年２月議会教育委員会関係の当初予算（案）について 

（３）令和７年度組織改正について 

（４）和歌山市立学校等の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金徴収条例の一部改正について 

（５）その他

（令和７年２月３日掲示済）  
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和歌山市工業用水道取水規程を公布する。 

  令和７年２月３日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

和歌山市企業局規程第１号 

和歌山市工業用水道取水規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、水利使用規則（平成２５年４月１日付け国近整水第２５２号近畿地方整備局長

通知）に基づき、取水等の基準について定めるものとする。 

（取水の管理） 

第２条 取水の管理は、上・工業用水道管理課長が行うものとする。 

 （取水口の位置） 

第３条 取水口の位置は、次のとおりとする。 

（１）第１取水口 和歌山市六十谷字南加納田２９６番地先（紀の川右岸） 

（２）第２取水口 和歌山市六十谷字柳原１１７番１地先（紀の川右岸） 

 （取水施設の諸元） 

第４条 取水施設の諸元については、次のとおりとする。 

項目 第１取水口 第２取水口 

取水口 ・ＲＣ造取水口（Ｗ×Ｈ） 

６．００ｍ×１．５５ｍ 

・鋼製制水扉 １基 

・ＲＣ造取水口（Ｗ×Ｈ） 

４．００ｍ×１．５０ｍ×２連 

・鋼製ローラーゲート ２基 

導水渠等 

 

・ＲＣ造導水渠（Ｗ×Ｈ×Ｌ） 

２．００ｍ×１．２５ｍ×６９．

００ｍ 

・ＲＣ造接合井（Ｗ×Ｈ×Ｌ） 

 ５．００ｍ×８．７２ｍ×１１．

８０ｍ 

・ＲＣ造揚水ポンプ井（Ｗ×Ｄ×Ｌ

） 

 第１ポンプ所 

 ３．２０ｍ×２．２０ｍ×６．４

０ｍ ４井 

 第２ポンプ所 

 ３．５０ｍ×２．９０ｍ×７．４

０ｍ ４井 

・ＰＣ造導水渠（Ｗ×Ｈ×Ｌ） 

２．００ｍ×１．８０ｍ×７３．３

ｍ×２連 

・ＲＣ造分配井（Ｗ×Ｌ×Ｈ） 

７．５０ｍ×１２．５ｍ×１１．１

ｍ×２井 

・ＲＣ造接合井（Ｗ×Ｈ×Ｌ） 

 ５．７０ｍ×９．４５ｍ×１３．６

０ｍ 

・ＲＣ造沈砂池（Ｗ×Ｈ×Ｌ） 

 ６．５０ｍ×７．８０ｍ×３７．５

５ｍ ２池 

・ＲＣ造揚水ポンプ井（Ｗ×Ｄ×Ｌ） 

 ９．５０ｍ×５．６０ｍ×５．５０

ｍ ３井 

 ９．５０ｍ×５．９０ｍ×２．７５

ｍ １井 

   揚水ポンプ ・第１ポンプ所 ・揚水量６６㎥／分 ３台 
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 揚水量１７．８㎥／分 ４台 

・第２ポンプ所 

 揚水量２３．４㎥／分 ４台 

・揚水量４２．５㎥／分 １台 

   （最大取水量） 

第５条 最大取水量は、次のとおりとする。 

項目 第１取水口 第２取水口 計 

最大取水量 １．９３３㎥／ｓ   ３．２５２㎥／ｓ   ５．１８５㎥／ｓ   

２ 前項の取水量の内、０．５１０㎥／ｓは大滝ダムによる流水の貯留を利用するものとする。 

 （取水の方法） 

第６条 取水の方法は、次のとおりとする。 

（１）第１取水口 別図のとおり、紀の川右岸に設置している取水口から導水渠を介して接合井で第

１ポンプ所と第２ポンプ所へと分岐して各揚水ポンプ井に自然流下方式で表流水を導き、各揚水

ポンプの運転台数や吐出弁の開度を調整して取水する。 

（２）第２取水口 別図のとおり、紀の川右岸に設置している取水口から導水渠、分配井、接合井及

び沈砂池を介して各揚水ポンプ井に自然流下方式で表流水を導き、各揚水ポンプの運転台数や吐

出弁の開度を調整して取水する。 

（取水量の測定方法） 

第７条 揚水ポンプの吐出口にある流量計で取水量を測定し、第５条の最大取水量を超えないように

中央監視室にて監視するものとする。 

 （記録の保存） 

第８条 取水量の記録及び積算をし、毎月の結果を取水口ごとに取りまとめ、別記様式により翌月の

１０日までに近畿地方整備局長に報告するとともに、水利使用の期間保存するものとする。 

附 則 

 この規程は、令和７年２月３日から施行する。 
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別記様式（第８条関係）

日
六十谷

第１浄水場
六十谷

第２浄水場
工水合計

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

合計

平均

最大

最小

（単位：㎥）

　　　　工水取水量　　　　　　年　　月
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（令和７年２月３日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第１号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第

２７条第２号の規定により告示する。 

令和７年１月１６日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番

号 

和歌山市築港３丁目６番地 

カネイ設備工業株式会社 

代表取締役 岩本 勉 

カネイ設備工

業株式会社 

和歌山市築港３丁目

６番地 

平成１０年５月１

５日 

第７０

号 

和歌山市木広町４丁目１５番

地 

株式会社白井商会 

代表取締役 白井 万佐也 

株式会社白井

商会 

和歌山市木広町４丁

目１５番地 

平成１０年４月１

５日 

第６１

号 

和歌山市矢田１１８番地 

株式会社矢田建設 

代表取締役 矢田 力也 

株式会社矢田

建設 

和歌山市矢田１１８

番地 

平成１０年５月１

５日 

第１７

７号 

（令和７年１月１６日掲示済）  
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和歌山市企業局告示第２号 

 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第 

９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、告示の日から２週間、和歌山市企業局経営管理部営業課において一般の縦覧に供する。 

   令和７年１月１７日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

１ 公共下水道の供用開始 

（１）供用を開始すべき年月日 

   令和７年２月１日 

（２）下水を排除すべき区域 

  ア 中央終末処理場に下水を排除すべき区域 

秋月、西浜３丁目、内原、布引、紀三井寺の各一部 

イ 北部終末処理場に下水を排除すべき区域 

西庄、木ノ本、松江北２丁目、松江北５丁目、島橋東ノ丁の各一部 

（３）供用を開始しようとする排水施設の位置 

前号表示の区域内 

（４）供用を開始しようとする排水施設 

分流式 秋月、西浜３丁目、内原、布引、紀三井寺、西庄、木ノ本、松江北２丁目、松江北５丁目、

島橋東ノ丁の各一部 

２ 終末処理場による下水の処理の開始 

（１）下水の処理を開始すべき年月日 

   令和７年２月１日 

（２）下水を処理すべき区域 

   前項第２号で下水を排除すべき区域とした表示の区域 

（３）下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

  ア 和歌山市三葛５１０番地の１ 中央終末処理場 

  イ 和歌山市本脇６５３番地の２ 北部終末処理場 

（令和７年１月１７日掲示済）  

 


